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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　安全ハーネスコネクタ組立体であって、
　全体にＣ字形状を有するＤリングであって、第１のＤリング開口を有する第１の端部と
、第２のＤリング開口を有する第２の端部、前記第１の端部と前記第２の端部との間に延
びている中間部、並びに、前記第１の端部及び前記第２の端部の近傍で前記Ｄリングに差
し渡して延びるブレースを含み、前記第１のＤリング開口が前記第２のＤリング開口と整
列されている、Ｄリングと、
　前記第１のＤリング開口及び前記第２のＤリング開口と係合し、長軸を有するシャフト
と、
　デバイスコネクタシステムであって、
　　ベース部材と、
　　第１のコネクタ部材であって、前記シャフトによって前記ベース部材に直接かつ旋回
可能に連結されることで、前記長軸の周りを前記ベース部材に対して旋回しうる第１のコ
ネクタ部材と、を備える、デバイスコネクタシステムと、を備え、
　前記Ｄリングが前記シャフトによって前記第１のコネクタ部材に直接かつ旋回可能に連
結されることで、前記長軸の周りを前記ベース部材及び前記第１のコネクタ部材の両方に
対して旋回しうるものであり、
　前記第１のコネクタ部材が、
　　第１の通路を有する第１のアームと、
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　　前記第１のアームの前記第１の通路と整列されている第２の通路を有する第２のアー
ムと、
　　装着ロッドと、を備え、
　前記第１のアームが前記装着ロッドの第１の端部から延び、前記第２のアームが前記装
着ロッドの第２の端部から延び、
　前記第１の通路及び前記第２の通路が前記シャフトを受けている、
　安全ハーネスコネクタ組立体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　様々な職業において人は比較的危険な高さにある不安定な位置に置かれ、このため、落
下阻止又は落下保護装置の必要性が生じる。とりわけ、そのような装置は通常、支持構造
とこの支持構造の近くで作業する人との間に相互接続された、安全ラインを含む。安全ラ
インは典型的には、作業者が着用する全身安全ハーネスに固止される。安全ラインと全身
安全ハーネスを相互接続するため、並びに安全ハーネスに他の装着物を接続するために、
コネクタが使用される場合がある。コネクタは、信頼性が高く、かつ落下の力に耐え得る
ものでなければならない。加えてコネクタは、使用者が使い易いものであることが好まし
い。
【０００２】
　上述した理由、及び当業者には本明細書を読み理解すれば明らかである、後述する他の
理由により、当技術分野では、安全ハーネスへの効果的で効率的な接続ポイントを提供す
る、統合型安全ハーネスコネクタの必要性が存在する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　現行のシステムの上述の問題は、本発明の実施形態によって対処され、また以下の明細
書を読み検討することによって理解されるであろう。以下の概要は例として作成されてお
り、限定するものではない。これは、単に読者が本発明のいくつかの態様を理解するのを
助けるために提供されている。
【０００４】
　１つの実施形態では、安全ハーネスコネクタ組立体が提供される。安全ハーネスコネク
タ組立体は、Ｄリングと、デバイスコネクタシステムと、シャフトと、を含む。Ｄリング
は全体に、第１の端部、第２の端部、及び中間部を含む、Ｃ字形状である。中間部は、第
１の端部と第２の端部との間に延びている。第１の端部は第１のＤリング開口を有し、第
２の端部は第２のＤリング開口を有する。更に、第１のＤリング開口は第２のＤリング開
口と整列されている。デバイスコネクタシステムは、デバイスを安全ハーネスコネクタ組
立体に連結するように構成及び配置されている、少なくとも１つのデバイス接続開口を含
む。デバイスコネクタシステムは、少なくとも１つのシャフト接続開口を有する。Ｄリン
グの第１及び第２のＤリング開口と、デバイスコネクタシステムの少なくとも１つのシャ
フト接続開口とにシャフトが受け入れられ、それによりデバイスコネクタシステムをＤリ
ングに旋回可能に連結している。
【０００５】
　別の実施形態では、別の安全ハーネスコネクタ組立体が提供される。安全ハーネスコネ
クタ組立体は、Ｄリングと、シャフトと、デバイスコネクタシステムと、を含む。Ｄリン
グは全体にＣ字形状を有し、第１の端部、第２の端部、及び、第１の端部及び第２の端部
との間に延びる中間部を含む。第１の端部は第１のＤリング開口を有し、第２の端部は第
２のＤリング開口を有する。第１のＤリング開口は第２のＤリング開口と整列されている
。シャフトは、Ｄリングの第１及び第２のＤリング開口に受け入れられる。デバイスコネ
クタシステムは、デバイスを安全ハーネスコネクタ組立体に連結するように構成及び配置
されている。デバイスコネクタシステムは、ベース部材、第１のコネクタ部材、スイベル
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コネクタ、及び第２のコネクタ部材を含む。ベース部材は、シャフトを中に受けてベース
部材をＤリングに旋回可能に連結するための、少なくとも１つのシャフト接続開口を含む
。第１のコネクタ部材は、ベース部材に旋回可能に連結されている。第１のコネクタ部材
は、第１のデバイス接続通路を有する。スイベルコネクタは、第１のコネクタ部材に旋回
可能に連結されている。第２のコネクタ部材は、スイベルコネクタに旋回可能に連結され
ている。コネクタ部材は、第２のデバイス接続通路を有する。
【０００６】
　更に別の実施形態では、別の安全ハーネスコネクタ組立体が提供される。安全ハーネス
コネクタ組立体は、デバイスコネクタシステムと、ベース部材と、第１のコネクタ部材と
、スイベルと、第２のコネクタ部材と、を含む。デバイスコネクタシステムは、デバイス
を安全ハーネスコネクタ組立体に連結するように構成及び配置されている。ベース部材は
、安全ハーネスの少なくとも１つのウェビングに、旋回可能に連結されている。第１のコ
ネクタ部材は、ベース部材に旋回可能に連結されている。第１のコネクタ部材は、少なく
とも１つの第１のデバイス接続通路を有する。スイベルコネクタは、第１のコネクタ部材
に旋回可能に連結されている。第２のコネクタ部材は、スイベルコネクタに旋回可能に連
結されている。第２のコネクタ部材は、少なくとも１つの第２のデバイス接続通路を有す
る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　詳細な説明及び以下の図面を参照して検討するとき、本発明をより容易に理解でき、ま
たその更なる利点及び用法がより容易に明らかになるであろう。
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態の安全ハーネスコネクタ組立体の側面斜視図である。
【図２】図１の安全ハーネスコネクタ組立体の分解側面図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態のベース背部部材の側面斜視図である。
【図３Ｂ】図３Ａのベース背部部材の正面図である。
【図３Ｃ】図３Ａのベース背部部材の側面図である。
【図３Ｄ】図３Ａのベース背部部材の背面斜視図である。
【図３Ｅ】図３Ａのベース背部部材の下方図である。
【図４Ａ】図１の安全ハーネスコネクタ組立体のデバイスコネクタシステムの第１のコネ
クタ部材の第１の側面図である。
【図４Ｂ】図１の安全ハーネスコネクタ組立体のデバイスコネクタシステムの第１のコネ
クタ部材の第２の側面図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態における、安全ハーネスのウェビングに連結された図１の
安全ハーネスコネクタ組立体の側面斜視図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態における、安全ハーネスのウェビングに連結された図１の
安全ハーネスコネクタ組立体の背面図である。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態における、安全ハーネスのウェビングに連結された図１の
安全ハーネスコネクタ組立体の正面図である。
【図５Ｄ】本発明の一実施形態における、安全ハーネスに連結された図１の安全ハーネス
コネクタ組立体の正面図である。
【図６Ａ】本発明の一実施形態における、自己格納式命綱システムを安全ハーネスウェビ
ングに連結するための構成となっている、図１の安全ハーネスコネクタ組立体のデバイス
コネクタシステムの側面斜視図である。
【図６Ｂ】図６Ａの自己格納式命綱システムを安全ハーネスウェビングに連結している、
図１の安全ハーネスコネクタ組立体のデバイスコネクタシステムの側面斜視図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態における、自己格納式命綱システムを異なるＳＲＬコネク
タを有する安全ハーネスウェビングに連結するための構成となっている、図１の安全ハー
ネスコネクタ組立体のデバイスコネクタシステムの側面斜視図である。
【図７Ｂ】図７Ａの自己格納式命綱システムを安全ハーネスウェビングに連結している、
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図１の安全ハーネスコネクタ組立体のデバイスコネクタシステムの側面斜視図である。
【図８Ａ】本発明の一実施形態における、自己格納式命綱システムを更に別のタイプのＳ
ＲＬコネクタを有する安全ハーネスウェビングに連結するための構成となっている、図１
の安全ハーネスコネクタ組立体のデバイスコネクタシステムの側面斜視図である。
【図８Ｂ】図８Ａの自己格納式命綱システムを安全ハーネスウェビングに連結している、
図１の安全ハーネスコネクタ組立体のデバイスコネクタシステムの側面斜視図である。
【図９Ａ】本発明の別の実施形態の安全ハーネスコネクタ組立体の側面斜視図である。
【図９Ｂ】デバイスコネクタシステムが異なる構成となっている図９Ａの安全ハーネスコ
ネクタ組立体の側面斜視図である。
【図１０】図９Ａの安全ハーネスコネクタ組立体の分解側面図である。
【図１１】安全ハーネスのウェビングに連結された図９Ａの安全ハーネスコネクタ組立体
の背面図である。
【図１２】カラビナが取り付けられた図９Ａの安全ハーネスコネクタ組立体の側面斜視図
である。
【図１３】ＳＲＬシステムが取り付けられた図９Ａの安全ハーネスコネクタ組立体の側面
斜視図である。
【図１４】異なるＳＲＬシステムが取り付けられた図９Ａの安全ハーネスコネクタ組立体
の側面斜視図である。
【図１５Ａ】本発明の一実施形態の更に別の安全ハーネスコネクタ組立体の側面斜視図で
ある。
【図１５Ｂ】図１５Ａの安全ハーネスコネクタ組立体の正面図である。
【図１５Ｃ】図１５Ａの安全ハーネスコネクタ組立体の背面図である。
【図１５Ｄ】図１５Ａの安全ハーネスコネクタ組立体の第１の側面図である。
【図１６】図１５Ａの安全ハーネスコネクタ組立体の分解側面図である。
【図１７】ＳＲＬシステムに取り付けられた図１５Ａの安全ハーネスコネクタ組立体の正
面斜視図である。
【図１８Ａ】本発明の一実施形態の別の安全ハーネスコネクタ組立体の側面斜視図である
。
【図１８Ｂ】デバイスコネクタシステムが異なる構成となっている図１８Ａの安全ハーネ
スコネクタ組立体の側面斜視図である。
【図１９】図１８Ａの安全ハーネスコネクタ組立体の背面図である。
【図２０】図１８Ａの安全ハーネスコネクタ組立体の分解側面斜視図である。
【図２１】本発明の一実施形態の更に別の安全ハーネスコネクタ組立体の側面斜視図であ
る。
【図２２】図２１Ａの安全ハーネスコネクタ組立体の背面斜視図である。
【図２３】図２１の安全ハーネスコネクタ組立体の分解側面斜視図である。
【図２４】図２１の安全ハーネスコネクタ組立体に連結されたＳＲＬシステムの正面斜視
図である。
【図２５】図２１の安全ハーネスコネクタ組立体に連結された別のＳＲＬシステムの側面
斜視図である。
【図２６Ａ】図２１の安全ハーネスコネクタ組立体のデバイスコネクタシステムの側面斜
視図である。
【図２６Ｂ】本発明の別の実施形態のデバイスコネクタシステムの側面斜視図である。
【図２６Ｃ】本発明の別の実施形態のデバイスコネクタシステムの側面斜視図である。
【図２７】ハーネスウェビングに連結された本発明の一実施形態の更に別の安全ハーネス
コネクタ組立体の側面斜視図である。
【図２８】図２７の安全ハーネスコネクタ組立体の背面斜視図である。
【図２９】図２７の安全ハーネスコネクタ組立体の分解側面斜視図である。
【図３０】図２７の安全ハーネスコネクタ組立体に連結されたＳＲＬシステムの側面斜視
図である。
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【０００９】
　一般的な慣習に従い、記載される様々な特徴は縮尺通りには描かれておらず、本発明に
関係のある特定の特徴を強調するように描かれている。参照符号は、各図及びテキスト全
体を通して、同様の要素を表している。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下の「発明を実施するための形態」では、本明細書の一部分を形成する添付図面が参
照され、本発明が実行され得る特定の実施形態が実例として示される。これらの実施形態
は当業者が本発明を実施できる程度に十分に詳細に説明されており、また当然のことなが
ら、他の実施形態が利用可能であり、本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく本発明
に様々な変更を加えることができる。したがって、以下の詳細な説明は限定的な意味で解
釈されるべきではなく、本発明の範囲は特許請求の範囲及びその等価物によってのみ定義
される。
【００１１】
　本発明の実施形態は、統合型安全ハーネスコネクタ組立体を提供する。安全ハーネスコ
ネクタ組立体を使用して、任意のタイプのデバイスを、限定するものではないが、自己格
納式命綱（ＳＲＬ）システムなどの、安全ハーネスに連結することができる。安全ハーネ
スコネクタ組立体１００の第１の実施形態が、図１に示されている。この実施形態では、
安全ハーネスコネクタ組立体１００は、Ｄリング１２０と、ベース背部部材１０２と、デ
バイスコネクタシステム１２５と、を含む。安全ハーネスコネクタ組立体１００の要素は
、図２で提供される分解された状態の図を参照して更に説明される。Ｄリング１２０は全
体に、中間部１２０ａ、第１の端部１２０ｂ、及び第２の端部１２０ｃを有する、Ｃ字形
状である。第１の端部１２０ｂ及び第２の端部１２０ｃの近くでＤリング１２０に差し渡
して、ブレース１２４が延びている。第１の端部１２０ｂ及び第２の端部１２０ｃの各々
は、Ｄリング開口１２１ｂ及び１２１ｃをそれぞれ含む。Ｄリング開口１２１ｂ及び１２
１ｃは、互いと整列されている。図２の実施形態では、第１の端部１２０ｂは、リング開
口１２１ｂの周囲に位置付けられた延長スリーブ部分１２２を含む。スリーブ部分１２２
は、付勢受け入れスロット１２３を含む。スリーブ部分１２２の付勢受け入れスロット１
２３内に付勢部材１８２（この例示の実施形態ではねじりばね）のアームが受け入れられ
ることにより、Ｄリング１２０に対して付勢力を及ぼして、Ｄリング１２０を、ベース背
部部材１０２に対して所望の位置にくるように位置付ける。
【００１２】
　ベース背部部材１０２は、図３Ａから図３Ｅに更に示されている。ベース背部部材１０
２は、正面側表面１０２ａ及び背面側表面１０２ｂを含む。更に、ベース背部部材１０２
は、上側縁部１０２ｃ及び反対側の下側縁部１０２ｄを含む。更に、ベース背部部材１０
２は、図３Ｂに示すように、第１の側縁部１０２ｅ及び反対側の第２の側縁部１０２ｆを
含む。図に示すように、ベース背部部材１０２において、上側縁部１０２ｃは、下側縁部
１０２ｄよりも長い長さを有する。第１の側縁部１０２ｅの長さに沿って、第１の側壁１
０４ａが延びている。第１の側壁１０４ａは、その長さに沿って変動する高さを有する。
この実施形態では、第１の側壁１０４ａの高さは、下側縁部１０２ｄにおいて低い高さを
有する。下側縁部１０２ｄから、第１の壁１０４ａの高さは、第１の壁１０４ａの高さが
選ばれた場所において最大高さに達するまで増加する。最大高さとなる選ばれた場所は、
上側縁部１０２ｃの近くにある。第１の壁１０４ａの高さはその後、最大高さの点から上
側縁部１０２ｃへと減少する。ベース背部部材１０２は、第２の側縁部１０２ｆの長さに
沿って延びる第２の側壁１０４ｂを更に含む。１つの実施形態では、第２の側壁１０４ｂ
は、第１の側壁１０４ａの鏡像である。第１の側壁１０４ａと第２の側壁１０４ｂとの間
には、中間プレート部分１０６が位置付けられている。第１の側壁１０４ａ、第２の側壁
１０４ｂ、及び中間プレート部分１０６は、安全ハーネス接続組立体１００の要素のため
の保持トレイ１１２を形成している。中間プレート部分１０６は、この実施形態では、複
数の形状決めされたスロット１１１を含む。更に、この実施形態では、中間プレート部分
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１０６は、ベース背部部材１０２の下側縁部１０２ｄと上側縁部１０２ｃとの間の距離の
部分にのみ延びる。ウェビング通路１０５は、ベース背部部材１０２の中間プレート部分
１０６と上側縁部１０２ｃとの間に位置付けられている。第１の側壁１０４ａ及び第２の
側壁１０４ｂの各々は、背部開口１０３ａ及び１０３ｂをそれぞれ含む。それぞれの背部
開口１０３ａ及び１０３ｂは、互いと整列されており、かつ、それぞれの第１の側壁１０
４ａ及び第２の側壁１０４ｂの、それぞれの第１の側壁１０４ａ及び第２の側壁１０４ｂ
の最大高さの場所の近くの場所に位置付けられている。更に、それぞれの背部開口１０３
ａ及び１０３ｂは、ウェビング通路１０５の両側に位置付けられている。ベース背部部材
１０２は、図３Ｄに示されている付勢アーム保持スロット１１３を更に含む。付勢保持部
材スロット１１３は、付勢部材１８２のアームを保持する。
【００１３】
　ベース背部部材１０２の下側縁部１０２ｄの近くには、この実施形態では、荷重取り付
け部材１１０がある。荷重取り付け部材１１０は、１つの実施形態では、（図５Ｄに全体
を示す）安全ハーネス２９８の荷重分散システム２９６を安全ハーネス接続組立体１００
に取り付けるために使用される。荷重取り付け部材１１０は、整列され、間隔を空けた荷
重取り付け開口１０７ａ及び１０７ｂの対、並びに空洞１１５を含む。クレビスピン１９
０は、図２に示すように、荷重取り付け開口１０７ａ及び１０７ｂを通過して、空洞内に
受けられた安全ハーネス２９８の荷重分散システム２９６の一部を、安全ハーネス接続組
立体１００に連結する。クレビスピン１９０は、この例示の実施形態では、頭部１９０ａ
、ピン中間部１９０ｂ、及び端部１９０ｃを含む。端部１９０ｃには、クレビスピン１９
０を荷重取り付け部材１１０にロックするために割りリング１９２を受けるように設計さ
れている、リング開口１９１が存在する。
【００１４】
　図２を参照すると、Ｄリング１２０は、背部リベット１８０を介してベース背部部材１
０２に連結されている。特に、背部リベット１８０は、頭部１８０ａ、中間シャフト部分
１８０ｂ、及び端部１８０ｃを含む。背部リベット１８０の端部１８０ｃは、この実施形
態では、中間シャフト部分１８０ｂよりも小さい直径を有する。端部１８０ｃは、接続ナ
ット１８４に接続されている。背部リベット１８０の中間シャフト部分１８０ｂは、背部
開口１０３ａ、Ｄリング開口１２１ｂ、Ｄリング開口１２１ｃ、及び背部開口１０３ｂに
受け入れられて、Ｄリング１２０をベース背部部材１０２に旋回可能に連結する。背部リ
ベット１８０はまた、安全ハーネスコネクタ組立体１００を安全ハーネスのウェビングに
取り付けるためにも使用される。図５Ａから図５Ｂを参照すると、安全ハーネスシステム
の一部であるウェビング１９５ａ及び１９５ｂに連結されている、ハーネスコネクタ組立
体１００の図が示されている。ウェビング１９５ａ及び１９５ｂは典型的には、使用者の
背中に沿って、使用者の肩からベルトウェビング（図示せず）まで延びている。示された
実施形態では、ウェビング１９５ａ及び１９５ｂは交差している。ハーネスコネクタ組立
体１００は、ウェビング１９５ａ及び１９５ｂが交差する点において連結されている。特
に、図５Ｂの背面図に示すように、ウェビング１９５ａ及び１９５ｂは、ベース背部部材
１０２のウェビング通路１０５内で背部リベット１８０の周囲に導かれる。１つの実施形
態では、ハーネスコネクタ組立体１００は、まず交差しているウェビング１９５ａ及び１
９５ｂをベース背部部材１０２のウェビング通路１０５内に置き、次いで背部リベット１
８０をベース背部部材１０２の背部開口１０３ａ及び１０３ｂを通して挿入することによ
って、ウェビング１９５ａ及び１９５ｂ上に装着される。加えて、図５Ｂに示すように、
付勢部材１８２は、そのアームのうちの１つがベース背部部材１０２の付勢保持部材スロ
ット１１３に受けられた状態で、背部リベット１８０の周囲に位置付けられている。上で
検討したように、スリーブ部分１２２の付勢受け入れスロット１２３内に付勢部材１８２
の別のアームが受け入れられることによりＤリング１２０に対して付勢力を及ぼして、Ｄ
リングが、ベース背部部材１０２に対して所望の位置にくるようにする。
【００１５】
　デバイスコネクタシステム１２５は、第１のコネクタ部材１３０、スイベルコネクタ１
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４０、及び第２のコネクタ部材１５０を含む。第１のコネクタ部材１３０は、図４Ａ及び
図４Ｂに詳細に示されている。第１のコネクタ部材１３０は、装着ロッド１３４の両側の
端部で延び出ている、第１のアーム１３２ａ及び第２のアーム１３２ｂを含む。装着ロッ
ド１３４は、装着ロッド１３４の全長を通過する中央装着通路１６０を含む。第１のアー
ム１３２ａ及び第２のアーム１３２ｂの各々は、リベット通路１３３ａ及び１３３ｂをそ
れぞれ含む。それぞれのリベット通路１３３ａ及び１３３ｂは、アーム１３２ａ及び１３
２ｂの各々の終端部の近くにそれぞれ位置付けられている。更に、リベット通路１３３ａ
及び１３３ｂは、整列されている。第１のコネクタ部材１３０は、第１のコネクタ部材１
３０の整列されたリベット通路１３３ａ及び１３３ｂ内に受けられた背部リベット１８０
を介して、ベース背部部材１０２に旋回可能に連結されている。再び図２を参照すると、
デバイスコネクタシステム１２５のスイベルコネクタ１４０が更に記載されている。スイ
ベルコネクタ１４０は全体にＣ字形状であり、第１のスイベル端部１４０ａ、第２のスイ
ベル端部１４０ｃ、及び湾曲したスイベル中間部１４０ｂを有する。スイベル中間部１４
０ｂは、第１のコネクタ部材１３０の装着ロッド１３４の幅にほぼ等しい幅を有する。更
に、スイベルコネクタ１４０のスイベル中間部１４０ｂの湾曲は、第１のコネクタ部材１
３０の装着ロッド１３４の曲率半径とほぼ一致する。スイベルコネクタ１４０のスイベル
中間部１４０ｂは、この実施形態では、スロット１４３ａ及び１４３ｂを含む。更に、ス
イベルコネクタ１４０のスイベル中間部１４０ｂは、第１のコネクタ部材１３０の装着ロ
ッド１３４の周囲に位置付けられている。スイベルコネクタ１４０のそれぞれの第１のス
イベル端部１４０ａ及び第２のスイベル端部１４０ｃの各々は、全体に終端点へとテーパ
している。更に、スイベルコネクタ１４０の第１のスイベル端部１４０ａ及び第２のスイ
ベル端部１４０ｃの各々は、旋回接続開口１４１ａ及び１４１ｂを含む。スイベルコネク
タ１４０の旋回接続開口１４１ａ及び１４１ｂは、互いと整列されている。
【００１６】
　図２に更に示すように、第２のコネクタ部材１５０も、全体にＣ字形状である。第２の
コネクタ１５０は、第１の端部１５０ａ、第２の端部１５０ｂ、及び湾曲した中間部１５
０ｃを含む。第１の端部１５０ａ及び第２の端部１５０ｂは、丸みを帯びた構成で終端し
ている。湾曲した中間部１５０ｃは、この実施形態では、スロット１５１ｃを含む。第１
の端部１５０ａ及び第２の端部１５０ｂの各々は、第１のコネクタ開口１５１ａ及び第２
のコネクタ開口１５１ｂをそれぞれ含む。
【００１７】
　デバイスコネクタシステム１２５は、第１のコネクタ部材１３０のリベット通路１３３
ａ及び１３３ｂ内に受けられた背部リベット１８０を介して、安全ハーネスコネクタ組立
体１００のベース背部部材１０２に連結されている。図２に示す例示の実施形態では、背
部リベット１８０の端部１８０ｃ上に、コネクタワッシャ１８４が受けられている。ワッ
シャ１８４は、リベット頭部処理用の表面を提供するために使用される。ワッシャ１８４
は更に、リベット肩部に対して押圧することによって、リベットの有効長さを設定する。
スイベルコネクタ１４０のスイベル中間部１４０ｂは、第１のコネクタ部材１３０の装着
ロッド１３４の周囲に受けられる。頭部１８６ａ、終端部部分１８６ｃ、及び中間シャフ
ト部分１８６ｂを含むコネクタリベット１８６は、スイベルコネクタ１４０を第１のコネ
クタ部材１３０に連結する。図２に示すように、コネクタリベット１８６の終端部部分１
８６ｃは、この例示の実施形態では、中間シャフト部分１８６ｂよりも小さい直径を有す
る。スイベルコネクタ１４０の旋回接続開口１４１ａ及び１４１ｂに受けられたコネクタ
リベット１８６は、スイベルコネクタ１４０を第１のコネクタ部材１３０に旋回可能に連
結する。スイベルコネクタ１４０は、第１のコネクタ部材１３０の装着ロッド１３４を中
心に旋回回転する。コネクタリベット１８６は更に、第２のコネクタ部材１５０をスイベ
ルコネクタ１４０に旋回可能に連結する。特に、コネクタリベット１８６は、第２のコネ
クタ部材１５０の第１のコネクタ開口１５１ａ及び第２のコネクタ開口１５１ｂに受けら
れて、コネクタ部材１５０をスイベルコネクタ１４０に旋回可能に連結する。第１のコネ
クタ部材１３０とベース背部部材１０２との、第１のコネクタ部材１３０とスイベルコネ
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クタ１４０との、及びスイベルコネクタ１４０と第２のコネクタ部材１５０との、各々の
間の旋回接続部により、デバイスコネクタ１２５を、様々なタイプのデバイスを取り付け
るための様々な構成で位置付けることが可能になる。図１では、デバイスコネクタシステ
ム１２５は、ベース背部部材１０２の保持トレイ１１２内に位置付けられた状態で示され
ている。更に、図５Ｃは、第２の接続部材１５０を、スイベルコネクタ１４０に対して旋
回した状態で示している。加えて、図１に示すような例示の実施形態では、コネクタリベ
ット１８６を中心とした第２のコネクタ部材１５０の旋回軸１５５は、装着ロッド１３４
を中心とするスイベルコネクタ１４０の旋回軸１５７及び背部リベット１８０を中心とす
る第１のコネクタ部材１３０の旋回軸１５９に対して、ほぼ垂直に配向されている。加え
て、図５Ｄは、使用者２９５が着用した安全ハーネス２９８に連結された、安全ハーネス
コネクタ組立体１００を示している。特に、安全ハーネスコネクタ組立体１００は、安全
ハーネス２９８のウェビング１９５ａ及び１９５ｂに連結されている。また図５Ｄには、
安全ハーネスコネクタ部材１３０の荷重取り付け部材１１０に連結されている、荷重分散
システム２９６も示されている。荷重分散システム２９７は、安全ハーネスコネクタ組立
体１００に対する荷重を、調節可能な荷重バー２９７を介して、安全ハーネス２９８の腰
部パッド２９３に連結されている腰部プレート２９８に伝達する。更に示すように、安全
ハーネス２９８の腰部ウェビング２９９は腰部プレート２９８にあるウェビング保持部材
２９１ａ及び２９１ｂを通して導かれる。
【００１８】
　図６Ａを参照すると、デバイスコネクタ２００を受けるための構成で位置付けられた、
デバイスコネクタシステム１２５の図が示されている。この例では、コネクタ２００は自
己格納式命綱（self retracting lifeline、ＳＲＬ）コネクタである。図６Ａは、ＳＲＬ
２０２、命綱２０４、エネルギー吸収システム２０６、及び支持構造コネクタ２０８を含
む、ＳＲＬシステム２０１を更に示している。接続リング２０３は、ＳＲＬ２０２のハウ
ジングに連結されている。図６Ｂは、安全ハーネスコネクタ組立体１００に連結されたＳ
ＲＬシステム２０１を示している。この例では、接続リング２０３は、ＳＲＬコネクタ２
００の装着ロッド部分２０５を受けている。装着ロッド部分２０５はまた、第２の接続部
材１５０の第２の接続通路１７０内にも受けられることにより、ＳＲＬシステム２０１を
安全ハーネスのウェビング１９５ａ及び１９５ｂに旋回可能に連結している。図６Ｂは、
この構成では、接続リング２０３が第２の接続部材１５０のスロット１５１ｃに受けられ
ることを更に示している。
【００１９】
　図７Ａは、異なるＳＲＬコネクタ２１０を受けるための構成で位置付けられた、デバイ
スコネクタシステム１２５の図である。この例では、ＳＲＬコネクタ２１０はカラビナで
ある。図６Ｂは、カラビナコネクタ２１０を介して安全ハーネスコネクタ組立体１００に
連結されたＳＲＬシステム２０１を示している。この例では、接続リング２０３はカラビ
ナコネクタ２１０の一部を受け、一方、カラビナコネクタ２１０の別の部分は、第２の接
続部材１５０の第２の接続通路１７０内に受けられて、ＳＲＬシステム２０１を、安全ハ
ーネスのウェビング１９５ａ及び１９５ｂに旋回可能に連結する。
【００２０】
　図８Ａを参照すると、コネクタ２１２を受けるための構成で位置付けられた、デバイス
コネクタシステム１２５の図が示されている。この例では、コネクタ２１２は、２重ＳＲ
Ｌシステム２１４を安全ハーネス接続組立体１００に取り付けるように設計されている、
ＳＲＬコネクタである。図８Ａは、１対のＳＲＬ２１６ａ及び２１６ｂ、命綱２１８ａ及
び２１８ｂ、並びに支持構造コネクタ２２０ａ及び２２０ｂを含む、２重ＳＲＬシステム
２１４を示している。図８Ｂは、安全ハーネスコネクタ組立体１００に連結された２重Ｓ
ＲＬシステム２１４を示している。この例では、ＳＲＬコネクタ２１２の装着ロッド部分
２１１（図８Ａに示す）は、第１の接続部材１３０の第１のコネクタ通路１６０内に受け
られることにより、２重ＳＲＬシステム２１４を安全ハーネスのウェビング１９５ａ及び
１９５ｂに旋回可能に連結している。したがって、図示し記載するように、安全ハーネス
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コネクタ組立体１００のデバイスコネクタシステム１２５は、様々な構成で位置付け可能
であり、また、デバイスコネクタシステム１２５が様々なタイプのデバイス及びコネクタ
を安全ハーネスのウェビング１９５ａ及び１９５ｂに連結できるようにするための、様々
な接続点を有する。
【００２１】
　安全ハーネスコネクタ組立体３００の別の実施形態が、図９Ａから図１４に示されてい
る。図９Ａ及び図９Ｂは、異なるデバイスを安全ハーネス（図示せず）のウェビング３３
０及び３３０ｂに連結するための異なる構成となっている、安全ハーネス接続組立体３０
０のデバイスコネクタシステム３２５を示している。図１０は、安全ハーネス接続組立体
３００の分解図を示している。安全ハーネス接続組立体３００は、Ｄリング３０２を含む
。Ｄリング３０２は全体に、中間部３０２ａ、第１の端部３０２ｂ、及び第２の端部３０
２ｃを有する、Ｃ字形状である。第１の端部３０２ｂ及び第２の端部３０２ｃの近くでＤ
リング３０２に差し渡して、ブレース３２２が延びている。第１の端部３０２ｂ及び第２
の端部３０２ｃの各々は、Ｄリング開口３２１ａ及び３２１ｂをそれぞれ含む。Ｄリング
開口３２１ａ及び３２１ｂは、互いと整列されている。
【００２２】
　安全ハーネスコネクタ組立体３００は、デバイスコネクタシステム３２５を更に含む。
デバイスコネクタシステム３２５は、ベース部材３１０、第１のコネクタ部材３０６ａ、
第２のコネクタ部材３０６ｂ、第１のリンク３０４ａ、第２のリンク３０４ｂ、背部リベ
ット３２０、及び接続リベット３３２を含む。ベース部材３１０は、中間胴部分３１２を
含む。中間胴部分３１２の両側の端部には、第１の管部分３１４ａ及び第２の管部分３１
４ｂがそれぞれ延びている。第１の管部分３１４ａ及び第２の管部分３１４ｂは、中間胴
部分３１２の直径よりも小さい直径を有する。第１の管部分３１４ａ、中間胴部分３１２
、及び第２の管部分３１４ｂを通って、中央コネクタリベット開口３１５が延びている。
ベース部材は、中間胴部分３１２の表面から間隔を空けて平行に延びている、第１の接続
アーム３１６ａ及び第２の接続アーム３１６ｂを更に含む。第１の接続アーム３１６ａ及
び第２の接続アーム３１６ｂは、丸みを帯びた縁部で終端しており、各接続アーム３１６
ａ及び３１６ｂは、互いと整列されているデバイス接続通路３１７ａ及び３１７ｂをそれ
ぞれ含む。この例示の実施形態では、第１のコネクタ部材３０６ａは、第２のコネクタ部
材３０６ｂの鏡像である。第１のコネクタ部材３０６ａ及び第２のコネクタ部材３０６ｂ
は、選ばれた長さにわたって延び、丸みを帯びた縁部で終端している。第１のコネクタ部
材３０６ａは、ベース部材３１０の第１の管部分３１４ａを受け入れるように構成されて
いる、第１の開口３０７ａを含む。同様に、第２のコネクタ部材３０６ｂは、ベース部材
３１０の第２の管部分３１４ｂを受け入れるように構成されている、第１の開口３１１ａ
を含む。第１のコネクタ部材３０６ａは接続開口３０７ｂを更に含み、第２のコネクタ部
材３０６ｂは接続開口３１１ｂを更に含む。この例示の実施形態では、第１のコネクタ部
材３０６ａ及び第２のコネクタ部材３０６ｂは、重量の低減を目的とした空所３０９及び
３１３をそれぞれ含む。デバイスコネクタシステム３２５は、第１のリンク３０４ａ及び
第２のリンク３０４ｂを更に含む。第１のリンク３０４ａは、第２のリンク３０４ｂの鏡
像である。第１のリンク３０４ａ及び第２のリンク３０４ｂはいずれも、選ばれた長さに
わたって延び、丸みを帯びた縁部で終端している。第１のリンク３０４ａは、第１のリン
ク３０４ａの第１の端部の近くの第１のリンクの第１の開口３０５ａ、及び第１のリンク
３０４ａの第２の端部の近くの第１のリンクの第２の開口３０５ｂを有する。第２のリン
ク３０４ｂは、第２のリンク３０４ｂの第１の端部の近くの第２のリンクの第１の開口３
０３ａ、及び第２のリンク３０４ｂの第２の端部の近くの第２のリンクの第２の開口３０
３ｂを有する。
【００２３】
　中間シャフト部分３２０ｃと第１の頭部３２０ａ及び第２の頭部３２０ｂで終端してい
る端部とを有する背部リベット３２０が、第１のリンク３０４ａの第１のリンクの第１の
開口３０５ａと、Ｄリング３０２のＤリング開口３２１ａ及び３２１ｂと、第２のリンク
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３０４ｂの第２のリンクの第１の開口３０３ａとに受け入れられることにより、第１のリ
ンク３０４ａ及び第２のリンク３０４ｂが、Ｄリング３０２に旋回可能に連結されている
。中間シャフト部分３３２ｃと第１の頭部３３２ａ及び第２の頭部３３２ｂで終端してい
る端部とを有する接続リベット３３２が、第１のリンク３０４ａの第１のリンクの第２の
開口３０５ｂと、第１のコネクタ部材３０６ａの第１の開口３０７ａと、ベース部材３１
０の中央コネクタリベット開口３１５と、第２のコネクタ部材３０６ｂの第１の開口３１
１ａと、及び第２のリンク３０４ｂの第２のリンクの第２の開口３０３ｂとに受け入れら
れることにより、デバイスコネクタシステム３２５の残りの部分が、Ｄリング３０２に旋
回可能に連結されている。旋回接続部は、この構成では、デバイスコネクタシステム３２
５の様々な位置付けを可能にする。例えば、図９Ａは、第１のコネクタ部材３０６ａの接
続開口３０７ｂが、第２のコネクタ部材３０６ｂの接続開口３１１ｂと整列されており、
第１の接続アーム３１６ａのデバイス接続通路３１７ａ及び第２の接続アーム３１６ｂの
デバイス接続通路３１７ｂが互いと整列されている、デバイスコネクタシステム３２５の
１つの可能な構成を示している。図９Ｂの構成では、開口３０７ｂ、開口３１１ｂ、通路
３１７ａ、及び通路３１７ｂの全てが整列されている。
【００２４】
　図１１は、ウェビング３３０ａ及び３３０ｂがこれらの交点において、背部リベット３
２０の中間シャフト部分３２０ｃとＤリング３０２の間に位置付けられ、デバイスコネク
タシステム３２５が、安全ハーネスのウェビング３３０ａ及び３３０ｂを安全ハーネス接
続組立体３００に連結するために使用されることを示している。図１２は、カラビナ３４
０が、第１の接続アーム３１６ａのデバイス接続通路３１７ａ及び第２の接続アーム３１
６ｂのデバイス接続通路３１７ｂにカラビナを受けることを介してデバイスコネクタシス
テム３２５に連結されている様子を示している。この場合、任意のタイプのデバイスを、
次いでカラビナ３４０に連結できる。図１３は、デバイスコネクタシステム３２５を介し
てウェビング３３０ａ及び３３０ｂに連結された、ＳＲＬシステム３６１を示している。
デバイスコネクタシステム３２５の、第１の接続アーム３１６ａのデバイス接続通路３１
７ａ及び第２の接続アーム３１６ｂのデバイス接続通路３１７ｂに、ＳＲＬコネクタ３５
０が受けられている。ＳＲＬシステム３６１は、この例では、ＳＲＬ３６０、命綱３６２
、エネルギー吸収装置３６４、及び支持構造コネクタ３６６を含む。図１４を参照すると
、２重ＳＲＬシステム３８１を安全ハーネスのウェビング３３０ａ及び３３０ｂに連結し
ている、デバイスコネクタシステム３２５の図が示されている。この例示の実施形態では
、整列された、第１のコネクタ部材３０６ａの開口３０７ｂ、第２のコネクタ部材３０６
ｂの開口３１１ｂ、第１の接続アーム３１６ａの通路３１７ａ、及び第２の接続アーム３
１６ｂの通路３１７ｂの全てに、ＳＲＬコネクタが受けられている。ＳＲＬシステム３８
１は、ＳＲＬ３８０ａ及び３８０ｂの対と、これらのそれぞれの命綱３８２ａ及び３８２
ｂ並びに支持構造コネクタ３８４ａ及び３８４ｂと、を含む。
【００２５】
　安全ハーネス接続組立体４００の別の実施形態が、図１５Ａから図１７に示されている
。この実施形態は、Ｄリング４０２、及びデバイスコネクタシステム４２５を含む。図１
６の分解図に示すように、Ｄリング４０２は全体に、中間部４０２ａ、第１の端部４０２
ｂ、及び第２の端部４０２ｃを有する、Ｃ字形状である。第１の端部４０２ｂ及び第２の
端部４０２ｃの近くでＤリング４０２に差し渡して、ブレース４２２が延びている。第１
の端部４０２ｂ及び第２の端部４０２ｃの各々は、それぞれのＤリング開口４２１ａ及び
４２１ｂを含む。Ｄリング開口４２１ａ及び４２１ｂは、互いと整列されている。
【００２６】
　安全ハーネス接続組立体４００のデバイスコネクタシステム４２５は、ベース部材４１
０、ゲート部材４３０、及びロック部材４５０を含む。ベース部材４１０は、ベースプレ
ート４１２を含む。ベースプレート４１２の一方の端部には、停止プレート４１４が延び
ている。停止プレート４１４は、ベースプレート４１２の一部を覆うような形状である。
ベースプレート４１２の反対側の端部の近くに、ベースアーム４１６ａ及び４１６ｂの対
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が延び出ている。各ベースアーム４１６ａ及び４１６ｂは全体に、ベースプレート４１２
に対して垂直に延びている。ベースアーム４１６ａ及び４１６ｂは、全体にベースプレー
ト４１２の幅だけ、互いに対して平行に間隔を空けている。第１のベースアーム４１６ａ
は、第１のベースアームの第１の開口４１１ａ、及び間隔を空けた第１のアームの第２の
開口４１３ａを含む。第２のベースアーム４１６ｂは、第２のベースアームの第１の開口
４１１ｂ、及び間隔を空けた第２のアームの第２の開口４１３ｂを含む。第１のベースア
ームの第１の開口４１１ａは、第２のベースアームの第１の開口４１１ｂと整列されてお
り、第１のベースアームの第２の開口４１３ａは、第２のベースアームの第２の開口４１
３ｂと整列されている。
【００２７】
　ゲート４３０は、ゲートベースプレート４３２を含む。ゲートベースプレート４３２の
第１の端部の近くの、ゲートベースプレート４３２の両側から、平行な第１のゲートアー
ム４３４ａ及び第２のゲートアーム４３４ｂが延びている。ゲートアーム４３４ａ及び４
３４ｂの端部の一部は、それぞれの停止縁部４３５ａ及び４３５ｂで終端している。更に
、ゲートベースプレート４３２の第２の端部の近くの、ゲートベースプレート４３２の両
側から、平行な第１の接続タブ４３１ａ及び第２の接続タブ４３１ｂが延びている。図１
６には接続タブ４３１ａだけが示されているが、反対側の接続タブ４３１ｂ（図１５Ｃに
示す）は、接続タブ４３１ｂの鏡像である。各接続タブ４３１ａ及び４３１ｂは、旋回接
続開口４３３を含む。第１のゲートアーム４３４ａ及び第２のゲートアーム４３４ｂ、並
びに接続タブ４３１は、ゲートベースプレート４３２に対して垂直に、ほぼ同じ方向に延
びている。ロック部材４５０は、ロックプレート４５２を含む。ロックプレート４５２は
、第１の縁部４４６ａ、及び反対側の第２の縁部４４６ｂを含む。ロックプレート４５２
は、第３の縁部４４８ａ、及び反対側の第４の縁部４４８ｂを更に含む。ロックプレート
４５２は、全体にロックプレート４５２の第１の縁部４４６ａから延びている、間隔を空
けた平行な第１のロック停止アーム４５４ａ及び第２のロック停止アーム４５４ｂの対を
含む。ロックプレート４５２は、第１の接続タブ４５６を更に含む。第１の接続タブ４５
６は全体に、第２の縁部４４６ｂの近くの第４の縁部４４８ｂから、ロックプレート４５
２から垂直に延びている。第１の接続タブ４５６は、第１のロックプレート開口４５７を
含む。第２の接続タブ４５８は全体に、第２の縁部４４６ｂの近くの第３の縁部４４８ａ
から、ロックプレート４５２から垂直に延びている。第１の接続タブ４５６の第１のロッ
クプレート開口４５７と整列されている第２のロックプレート開口４５９を有する、第２
の接続タブ４５８。第２の接続タブ４５８からほぼ垂直に、第３のタブ４５１がロックプ
レート４５２を覆ってこれと平行に位置付けられるようにして、第３のタブ４５１が延び
ている。第３のタブは、ゲート４３０をロック解除するためにロックプレート４５２を動
かすべき方向を伝える標識を含む。ロックプレート４５２は、この例示の実施形態では、
第１の接続タブ４５６と第２の接続タブ４５８との間の選ばれた距離にわたって延びてい
る、ロックスロット４５３を含む。
【００２８】
　安全ハーネスコネクタ組立体４００のデバイスコネクタシステム４２５は、ロック付勢
部材４０８、ゲート付勢部材４０６、背部リベット４７０、及び接続リベット４６０を更
に含む。背部リベット４７０は、中間部４７０ａ、並びに、頭部４７０ｂ及び４７０ｃで
終端する端部を有する。接続リベット４６０は、中間部４６０ａ、頭部４６０ｂ、及び接
続端部４６０ｃを含む。接続端部４６０ｃは、中間部４６０ａの直径よりも小さい直径を
有する。接続ナット４６１が、接続リベット４６０の接続端部４６０ｃに係合している。
デバイスコネクタシステム４２５のベース部材４１０のベースアーム４１６ａ及び４１６
ｂは、Ｄリングの第１の端部４０２ｂと第２の端部４０２ｃとの間に位置付けられており
、この場合、Ｄリング開口４２１ａ及び４２１ｂは、ベース部材４１０の第１のベースア
ームの第１の開口４１１ａ及び第２のベースアームの第１の開口４１１ｂと整列されてい
る。背部接続リベット４７０は、Ｄリング開口４２１ａ及び４２１ｂと、第１のベースア
ームの第１の開口４１１ａと、第２のベースアームの第１の開口４１１ｂと、に受けられ
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ることにより、デバイスコネクタシステム４２５のベース部材４１０を、Ｄリング４０２
に旋回可能に連結している。ロック部材４５０及びゲート部材４３０は、ベース部材４１
０のベースアーム４１６ａと４１６ｂとの間に位置付けられており、この場合、ベース部
材４１０の第１のベースアームの第２の開口４１３ｂ及び第２のアームの第２の開口４１
３ｂが、ロック部材４５０の第２のロックプレート開口４５９及び第１のロックプレート
開口４５７、並びにゲート４３０のゲート開口４３３と整列されている。コネクタリベッ
ト４７０は、ベース部材４１０の第１のベースアームの第２の開口４１３ａ及び第２のア
ームの第２の開口４１３ｂと、ロック部材４５０の第２のロックプレート開口４５９及び
第１のロックプレート開口４５７と、ゲート４３０のゲート開口４３３と、に受け入れら
れることにより、ゲート部材４３０を、ベース部材４１０に旋回可能に連結する。ゲート
部材４３０のゲートアーム４３４ａ及び４３４ｂは、ベース部材４１０のゲート通路４１
７ａ及び４１７ｂと更に整列されている。
【００２９】
　ゲート付勢部材４０６は、コネクタリベット４７０の中間部を受けており、（図１５Ｃ
に示すように）ゲート４３０の接続タブ４３１ａと４３１ｂとの間に位置付けられている
。ゲート付勢部材４０６は、ゲート４３０をベース部材４１０の停止プレート４１４に対
して付勢するように、位置付けられている。ロック付勢部材４０８はまた、コネクタリベ
ット４６０の中間部４６０ａも受けている。ロック付勢部材４０８は、ベース部材４１０
の第２のベースアーム４１６ｂとロック部材４５０の第１の接続タブ４５６との間に位置
付けられている。ロック付勢部材４０８は、ベース部材４１０に対して動かない構成でゲ
ート４３０をロックする位置へと、ロック部材４５０を付勢するように位置付けられてい
る。ロック位置において付勢されたロック部材４５０が、図１５Ａに示されている。図１
５Ａに示すように、ロック部材４５０の第１のロック停止アーム４５４ａは、ゲートアー
ム４３４ａの停止縁部４３５ａに係合しており、この結果、ゲートアーム４３４ａが、ベ
ース部材４１０のプレート４１２のゲート通路４１７ａ内に移動するのが防止される。ロ
ックされた構成では、コネクタを、安全ハーネスコネクタ組立体４００の通路４１１（図
１５Ｄに示す）内に保持することができる。ゲート４３０は、ロックバイアス部材４０８
の付勢力に対抗するための力をロック部材４５０に対して及ぼすことによって、開放され
る。この作用により、ロック部材４５０の第１のロック停止アーム４５４ａ及び第２のロ
ック停止アーム４５４ｂが、ベース部材４１０のゲート通路４１７ａ及び４１７ｂから離
れるように移動される。この結果、ゲート付勢部材４０６に対抗するようにゲート４３０
を押し下げることができるが、これは、ゲートアーム４３４ａ及び４３４ｂがベース部材
４１０のゲート通路４１７ａ及び４１７ｂ内へと通れるようになるからである。ゲートが
開放されているとき、安全ハーネスコネクタ組立体４００の通路４１１内に、デバイスコ
ネクタを置くことができる。ゲート４３０から力が取り除かれると、安全ハーネスコネク
タ組立体４００は再び、ゲート付勢部材４０６及びロック付勢部材４０８の付勢力によっ
て、自動的にロック状態となる。図１７は、ＳＲＬコネクタ４９２を介してＳＲＬシステ
ム４９０に連結されている、安全ハーネスコネクタ組立体４００を示している。ＳＲＬコ
ネクタ４９２は、安全ハーネスコネクタ組立体４００のデバイスコネクタシステム４２５
の通路４１１に受けられる部分を有する。ＳＲＬシステム４９０は、この例示の実施形態
では、ＳＲＬ４９４ａ及び４９４ｂの対、命綱４９６ａ及び４９６ｂの対、並びに支持構
造コネクタ４９８ａ及び４９８ｂの対を含む。
【００３０】
　安全ハーネス接続組立体５００の別の実施形態が、図１８Ａから図２０に示されている
。この実施形態は、Ｄリング５０２及びデバイスコネクタシステム５２５を含む。図２０
の分解図に示すように、Ｄリング５０２は全体に、中間部５０２ａ、第１の端部５０２ｂ
、及び第２の端部５０２ｃを有する、Ｃ字形状である。第１の端部５０２ｂ及び第２の端
部５０２ｃの近くでＤリング５０２に差し渡して、ブレース５２２が延びている。第１の
端部５０２ｂ及び第２の端部５０２ｃの各々は、Ｄリング開口５２１ａ及び５２１ｂをそ
れぞれ含む。Ｄリング開口５２１ａ及び５２１ｂは、互いと整列されている。
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【００３１】
　安全ハーネスコネクタ組立体５００は、デバイスコネクタシステム５２５を更に含む。
デバイスコネクタシステム５２５は、ベース部材５１０、及びコネクタ部材５３０を含む
。ベース部材５１０は、中央ベース通路５１５を有する管状部分５１２を含む。管状部分
５１２の表面から、第１のベースアーム５１４ａ及び第２のベースアーム５１４ｂが延び
ており、これらはこの実施形態では互いの鏡像である。更に、この実施形態では、第１の
ベースアーム５１４ａ及び第２のベースアーム５１４ｂは、管状部分５１２の表面から、
互いと平行に延びている。第１のベースアーム５１４ａは第１のベースアームの開口５１
３ａを含み、第２のベースアーム５１４ｂは第２のベースアームの開口５１３ｂを含む。
第１のベースアームの開口５１３ａは、第２のベースアームの開口５１３ｂと整列されて
いる。コネクタ部材５３０は、第１のリンク５３２及び第２のリンク５３４を含む。第１
のリンク５３２は、コネクタバー部分５３６を介して第２のリンク５３４に連結されてお
り、この場合、第１のリンク５３０及び第２のリンク５３４は、互いと平行に、かつコネ
クタバー部分５３６に対して垂直に位置付けられている。第１のリンク５３２は、第１の
リンクの第１の開口５３１ａ、及び第１のリンクの第２の開口５３３ａを含む。第２のリ
ンク５３２は、第２のリンクの第１の開口５３１ｂ、及び第２のリンクの第２の開口５３
３ｂを含む。第１のリンク５３２の第１のリンクの第１の開口５３１ａは、第２のリンク
５３４の第２のリンクの第１の開口５３１ｂと整列されている。更に、第１のリンク５３
２の第１のリンクの第２の開口５３３ａは、第２のリンク５３４の第２のリンクの第２の
開口５３３ｂと整列されている。加えて、コネクタバー部分５３６は、第１のリンクの第
２の開口５３３ａの近くの第１のリンク５３２、及び第２のリンクの第２の開口５３３ｂ
の近くの第２のリンク５３４に、連結されている。
【００３２】
　デバイスコネクタシステム５２５は、第３のリンクの第１の開口５４１ａ及び第３のリ
ンクの第２の開口５４３ａを含む、第３のリンク５４０、並びに、第４のリンクの第１の
開口５４１ａ及び第４のリンクの第２の開口５４３ｂを含む、第４のリンク５５０を、更
に含む。デバイスコネクタシステム５２５にはまた、背部リベット５６０、及びコネクタ
リベット５７０も含まれる。背部リベット５６０は、頭部端部５６０ｂ及び５６０ｃで終
端する、中間シャフト部分５６０ａを含む。コネクタリベット５７０は、中間シャフト部
分５７０ａ、頭端部５７０ｂ、及び終端部５７０ｃを含む。終端部５７０は、接続ナット
５２６を受けるように構成されている。背部リベット５６０の中間シャフト部分５６０ａ
は、Ｄリング５０２のＤリング開口５２１ａ及び５２１ｂと、第３のリンク５４０の第３
のリンクの第１の開口５４１ａと、第４のリンク５５０の第４のリンクの第１の開口５４
１ｂと、に受けられることにより、デバイスコネクタシステム５２５を、Ｄリング５０２
に旋回可能に連結する。更に、コネクタリベット５７０の中間シャフト部分５７０ａは、
第３のリンク５４０の第３のリンクの第２の開口５４３ａと、第１のリンク５３２の第１
のリンクの第１の開口５３１ａと、ベース部材５１０の中央通路５１５と、第２のリンク
５３４の第２のリンクの第１の開口５３１ｂと、第４のリンク５５０の第４のリンクの第
２の開口５４３ｂと、に受けられている。
【００３３】
　図１８Ａは、第１の構成となっているデバイスコネクタシステム５２５を示している。
この構成では、第１のリンクの第２の開口５３３ａ、第１のベースアームの開口５１３ａ
、第２のベースアームの開口５３１ｂ、及び第２のリンクの第２の開口５３３ｂは全て、
デバイスをウェビング５８０ａ及び５８０ｂに連結するために使用されることになるコネ
クタを受け入れるために、整列されている。図１８Ｂでは、コネクタ部材５３０は、コネ
クタリベット５７０を中心に旋回されており、この結果、第１のリンクの第２の開口５３
３ａ及び第２のリンクの第２の開口５３３ｂは、もはや第１のベースアームの開口５１３
ａ及び第２のベースアームの開口５１３ｂと整列されてない。この構成により、様々なタ
イプのコネクタを使用することが可能になる。図１９は、安全ハーネスコネクタ組立体５
００をウェビング５８０ａ及び５８０ｂに連結するために、ウェビング５８０ａ及び５８
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０ｂが背部リベット５６０の中間シャフト部分５６０ａの周囲にどのように通されている
かを示している。
【００３４】
　図２１から図２６Ｃを参照すると、別の安全ハーネス接続組立体６００の実施形態が示
されている。この実施形態では、安全ハーネス接続組立体６００は、Ｄリング６０２と、
デバイスコネクタシステム６２５と、を含む。図２３を参照すると、Ｄリング６０２は全
体に、中間部６０２ａ、第１の端部６０２ｂ、及び第２の端部６０２ｃを有する、Ｃ字形
状である。第１の端部６０２ｂ及び第２の端部６０２ｃの近くでＤリング６０２に差し渡
して、ブレース６２２が延びている。第１の端部６０２ｂ及び第２の端部６０２ｃの各々
は、Ｄリング開口６２１ａ及び６２１ｂをそれぞれ含む。Ｄリング開口６２１ａ及び６２
１ｂは、互いと整列されている。
【００３５】
　デバイスコネクタシステム６２５は、図２３に最もよく示されているように、ベース部
材６１０を含む。ベース部材６１０は、第１の縁部６０４、及び反対側の第２の縁部６０
５を含む。ベース部材６１０は、第３の縁部６０６、及び反対側の第４の縁部６０７を更
に含む。ベース部材６１０を通って第３の縁部６０６から第４の縁部６０７まで、孔通路
６１７が延びている。孔通路６１７は、ベース部材６１０の第１の縁部６０４の近くに位
置付けられている。ベース部材６１０の第２の縁部６０５から、間隔を空けた第１のアー
ム６１２ａ及び第２のアーム６１２ｂが延び出ている。第１のアーム６１２ａは第１のア
ームの開口６１３ａを含み、第２のアーム６１２ｂは第２のアームの開口６１３ｂを含む
。第１のアームの開口６１３ａ及び第２のアームの開口６１３ｂは、互いと整列されてい
る。ベース部材６１０の表面から、全体にＵ字形状の接続部材６１４が垂直に延び出てい
る。このＵ字形状への開口部は、ベース部材６１０の第１の縁部６０４に面している。接
続部材６１４は、全体に互いと平行に位置付けられた第１の壁６１４ａ及び第２の壁６１
４ｂを含む。第１の壁６１４ａは第１の壁の開口６１５ａを含み、第２の壁６１４ｂは第
２の壁の開口６１５ｂを含む。第１の壁の開口６１５ａ及び第２の壁の開口６１５ｂは、
整列されている。デバイスコネクタシステムは、背部リベット６３０を更に含む。背部リ
ベット６３０は、頭部端部６３０ｂ及び６３０ｃで終端する、中間シャフト部分６３０ａ
を含む。ベース部材６１０のアーム６１２ａ及び６１２ｂは、Ｄリング６０２の端部６０
２ｂと６０２ｃとの間に位置付けられている。Ｄリング開口６２１ａと、第１のアームの
開口６１３ａと、第２のアームの開口６１３ｂと、Ｄリング開口６２１ｂとに受けられた
、背部リベット６３０の中間シャフト部分６３０ａは、デバイスコネクタシステム６２５
を、Ｄリング６０２に旋回可能に連結する。
【００３６】
　図２１は、安全ハーネス（図示せず）のウェビング６４０ａ及び６４０ｂに連結された
、安全ハーネス接続組立体６００を示している。図２２は、ウェビング６４０ａ及び６４
０ｂに連結された安全ハーネス接続組立体６００の背面図を示している。示すように、ウ
ェビング６４０ａ及び６４０ｂは、安全ハーネス接続組立体６００をウェビング６４０ａ
及び６４０ｂに連結するために、背部リベット６３０の中間シャフト部分６３０ａの周囲
に通されている。図２４は、ＳＲＬコネクタ６５０を介してＳＲＬシステム６８０に連結
された安全ハーネス接続組立体６００が、ベース部材６１０の孔通路６１７に受けられて
いる様子を示している。ＳＲＬシステム６８０は、この例では、ＳＲＬ６６０ａ及び６６
０ｂの対、安全ライン６６２ａ及び６６２ｂの対、並びに支持構造コネクタ６６４ａ及び
６６４ｂの対を含む。図２５は、カラビナ６８５を介して別のＳＲＬシステム６８２に連
結された安全ハーネス接続組立体６００が、ベース部材６１０の第１の壁の開口６１５ａ
及び第２の壁の開口６１５ｂに受けられている様子を示している。ＳＲＬシステムは、こ
の実施形態では、ＳＲＬ６８６、命綱６８８、エネルギー吸収装置６９０、及び支持構造
コネクタ６９２を含む。
【００３７】
　図２６Ａは、上で検討したようなデバイスコネクタシステム６２５を示している。図２



(15) JP 6832295 B2 2021.2.24

10

20

30

40

50

６Ｂは、上記した安全ハーネス接続組立体６００において使用できる、デバイスコネクタ
システム６２５の代替の実施形態を示している。図２６Ｂのデバイスコネクタシステム７
２５は、ベース部材７１０を含む。ベース部材７１０は、アーム７１２ａ及び７１２ｂ並
びに整列されたアーム通路７１３ａ及び７１３ｂ、並びにデバイスコネクタシステム６２
５に関連して記載されているものと同様の孔通路７１７を含む。デバイスコネクタシステ
ム７２５は、接続部材７１４がベース部材７１０の縁部から、アーム７１２ａ及び７１２
ｂとは反対方向に延び出ているという点で異なっている。接続部材７１４は、整列された
壁通路７１５ａ及び７１５ｂを含む、壁７１４ａ及び７１４ｂを含む。図２６Ｃには、別
の例示のデバイスコネクタシステム８２５が示されている。この例示の実施形態では、ベ
ース部材８１０は全体に、第１のアーム８１２ａ、第２のアーム８１２ｂ、及びブリッジ
部分８０８を含む、Ｕ字形状である。ブリッジ部分８０８は、第１のアーム８１２ａの端
部と第２のアーム８１２ｂの端部との間に連結されている。第１のアーム８１２ａは、第
２のアーム８１２ｂの第２のアームの通路と整列されている、第１のアームの通路８１３
ａを含む。アーム８１２ａ及び８１２ｂは、整列された孔通路８１７ａ及び８１７ｂをそ
れぞれ含む。整列された孔通路８１７ａ及び８１７ｂは、ブリッジ部分８０８の近くに位
置している。ブリッジ部分８０８の中間部から、接続部分８１４が延びている。接続部分
８１４もまた全体に、第１の壁８１４ａ及び反対側の第２の壁８１４ｂを有するＵ字形状
である。第１の壁８１４ａは第１の壁の通路８１５ａを含み、第２の壁８１４ｂは、第１
の壁の通路８１５ａと整列されている第２の壁の通路８１５ｂを含む。したがって、入れ
替え可能な異なるデバイスコネクタシステム６２５、７２５、及び８２５を、安全ハーネ
ス接続組立体６００と共に使用できる。
【００３８】
　図２７から図３０を参照すると、安全ハーネス接続組立体９００の別の実施形態が示さ
れている。この実施形態は、Ｄリング９０２、及びデバイスコネクタシステム９２５を含
む。図２９の分解図に示すように、Ｄリング９０２は全体に、中間部９０２ａ、第１の端
部９０２ｂ、及び第２の端部９０２ｃを有する、Ｃ字形状である。第１の端部９０２ｂ及
び第２の端部９０２ｃの近くでＤリング９０２に差し渡して、ブレース９２２が延びてい
る。第１の端部９０２ｂ及び第２の端部９０２ｃの各々は、Ｄリング開口９２１ａ及び９
２１ｂをそれぞれ含む。Ｄリング開口９２１ａ及び９２１ｂは、互いと整列されている。
【００３９】
　安全ハーネスコネクタ組立体９００は、図２９に最もよく示されているように、デバイ
スコネクタシステム９２５を更に含む。デバイスコネクタシステム９２５は、ベース部材
９１０、及びコネクタ部材９１４を含む。ベース部材９１０は、ベースプレート９１１を
含む。ベースプレート９１１の両側の端部から垂直に、第１のアーム９１２ａ及び第２の
アーム９１２ｂが延びている。第１のアーム９１２ａは第１のアームの開口９１３ａを含
み、第２のアーム９１２ｂは第２のアームの開口９１３ｂを含む。第１のアームの開口９
１３ａは、第２のアームの開口９１３ｂと整列されている。コネクタ部材９１４は、１つ
の実施形態ではウェビング９１８で作成されており、これはそれ自体の上に折り返されて
、一方の端部に背部開口９１５を、及び他方の端部にデバイス接続開口９１７通路を形成
している。特に、ウェビング９１８は、第１の部分９１８ａを含み、この上に、第２の部
分９１８ｂが折り返されている。更に、（第１の部分９１８ａ及び第２の部分９１８ｂよ
りも短い）ウェビングの第３の部分９１８ｃが折り返され、第１の部分９１８ａと第２の
部分９１８ｂとの間に位置付けられている。第１の部分９１８ａ、第２の部分９１８ｂ、
及び第３の部分９１８ｃは、ウェビングの全ての部分が重なるところで１つに連結されて
いる。１つの実施形態では、部分９１８ａ、９１８ｂ、及び９１８ｃを１つに連結するた
めに縫製が使用されるが、限定するものではないが、リベット止めなどの他の方法も使用
できる。デバイスコネクタシステム９２５はまた、背部リベット９３０も含む。背部リベ
ット９３０は、頭部端部９３０ｂ及び９３０ｃで終端する、中間シャフト部分９３０ａを
含む。ベース部材９１０は、Ｄリングの第１の端部９０２ｂと第２の端部９０２ｃとの間
に位置付けられており、この場合、ベースプレート９１０の第１のアームの開口９１３ａ
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及び第２のアームの開口９１３ｂは、Ｄリング９０２のＤリング開口９２１ａ及び９２１
ｂと整列されている。更に、コネクタ部材９１４の一部は、ベース部材９１０の第１のア
ーム９１２ａと第２のアーム９１２ｂとの間に位置付けられており、この場合、コネクタ
部材９１４の背部開口９１５は、ベース部材９１０の第１のアームの開口９１３ａ及び第
２のアームの開口９１３ｂと整列されている。背部リベット９３０の中間シャフト部分９
３０ａは、Ｄリング開口９２１ａと、第１のアームの開口９１３ａと、背部開口９１５と
、第２のアームの開口９１３ｂと、Ｄリング開口９２１ｂとに受け入れられることにより
、デバイスコネクタシステム９２５をＤリング９０２に旋回可能に連結する。
【００４０】
　図２７は、安全ハーネス（図示せず）のウェビング９４２ａ及び９４２ｂに連結された
、安全ハーネス接続組立体６００を示している。図２８は、ウェビング９４２ａ及び９４
２ｂに連結された安全ハーネス接続組立体９００の背面図を示している。示すように、ウ
ェビング９４２ａ及び９４２ｂは、ベース部材９１０のベースプレート９１１と、（コネ
クタ部材９１４の背部開口９１５に受けられている）背部リベット９３０との間に通され
ることにより、ウェビング９４２ａ及び９４２ｂを安全ハーネス接続組立体９００に連結
する。図３０を参照すると、安全ハーネス接続組立体９００に連結されたＳＲＬシステム
９８０が示されている。示すように、コネクタ部材のデバイス接続用通路９１７にＳＲＬ
コネクタ９５０の一部が受けられることにより、ＳＲＬシステム９８０が安全ハーネス接
続組立体９００に連結されている。例示のＳＲＬシステム９８０は、ＳＲＬ９８２ａ及び
９８２ｂの対、命綱９８４ａ及び９８４ｂの対、並びに支持構造コネクタ９８６ａ及び９
８６ｂの対を含む。
【００４１】
　本明細書では、特定の実施形態が示され、説明されてきたが、これらの図示された特定
の実施形態を、同じ目的を達成するように企図された、任意の配置構成で置き換えること
ができる点が、当業者には理解されるであろう。本出願は、本発明のあらゆる適合形態又
は変形形態を包含することを意図している。それゆえ、本発明は、特許請求の範囲及びそ
の等価物によってのみ限定されることが、明白に意図される。
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